
「誰一人取り残さない」地域社会の実現に向け、犯罪をした者等の社会復帰のため切れ目のない支援を行う。
再犯防止推進員の付添い支援により既存の福祉サービスにつなぎ、再犯防止伴走型支援員による息の⾧い見守り

再犯防止相談支援事業

概
要

現況

検挙者の約半数が再犯者
令和元年の再犯者率

国 ５０．５％

市 ４６．８％

（検挙者1,119人中524人が再犯）

H28.12月
「再犯防止推進法」施行
Ｈ29.12月
「再犯防止推進計画」策定

◎地方公共団体の再犯防止に
関する責務を明示
◎地方における「再犯防止推
進計画」の策定が努力義務に

２ 法整備の進展

３ 現場の声

負の
ｽﾊﾟｲﾗﾙを
止める‼

警察／逮捕

検察／起訴

裁判所／判決刑務所／出所

再犯防止伴走型支援員による伴走支援

再犯防止推進員の付添い支援

更生保護に理解のある保護司の方に、
保護司の業務外の業務として、
役所での手続や相談機関への付添いを依頼

既存の福祉サービスに確実につなげ、困った時に相談
できる道筋を作る。再犯防止推進員とのつながりも期待

再犯防止推進センターの設置

既存の「更生保護サポートセンター」を
市の再犯防止推進センターとしても位置付け。
派遣する推進員のコーディネートを保護司会に委託

１ 再犯者率の高さ

・出所後に行政での手続ができ
ず、福祉につながらない人がい
る（静岡刑務所）。
・保護司がつかない満期出所者
（静岡刑務所で年間１３２人）
や不起訴の方等の支援が必要
（静岡保護観察所、静岡地方
検察庁）
・再犯防止に最も重要なのは
強力な伴走支援（学識経験者）

既存の福祉サービスの活用

暮らし・しごと相談支援センターに配置（１名・週２日勤務）
・生活困窮者自立相談支援事業でも伴走支援を行うが
再犯防止の観点からは期間が短い（最⾧１年）。

・再犯者のうち、出所日から１年未満で再犯⇒３７．５％

２年未満で再犯⇒５８．６％ ５年未満で再犯⇒８５．５％
少なくとも２年以上の息の⾧い見守りを実施

・生活保護
・転居・国民健康保険の手続
・生活困窮者自立相談支援事業
⇒居住支援、就労支援等よろず相談
暮らし・しごと相談支援センター
（市社協への委託で実施）

安定した住居も仕事も見つかった！
何か困ったことがあれば、市や
お世話になった方々に相談できる！

再犯防止推進センターに連絡して
再犯防止推進員の付添い支援を依頼しよう！

再犯防止支援ハンドブックの作成

・社会復帰を支援するサービスを、住居の確保、就労支援等の
ニーズごとに見やすく整理したハンドブックを作成

⇒当事者、支援者、矯正施設等に配布・配架

再犯防止推進員・市職員研修

・再犯防止に関する市民の理解を深め、
再犯防止の担い手の拡大（民生委員、協力雇用主、学生等）

⇒市民が市民を支える共生社会を目指す

市民向け講演会

再犯防止推進員、市職員（区役所、福祉事務所等の職員等）
それぞれに必要な研修を実施

STEP３

STEP２

STEP１
愛称：よりそい支援員

愛称：よりそい
相談支援員

愛称：よりそい静岡


